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新ごみ処理施設ＰＦＩ導入可能性調査、環境影響評価及び事業者選定業務委託（別府・樫合）の 

公募型プロポーザル審査要領 

 

「新ごみ処理施設ＰＦＩ導入可能性調査、環境影響評価及び事業者選定業務委託（別府・樫合）」に関

する優先交渉権者の選考方法について、次のとおり審査方法と評価基準を定める。 

 
第１ 審査対象事業者 

  参加申込書のあった事業者で、定める参加資格を満たす事業者を審査の対象とする。なお、書類の不

備、辞退届等の提出のある事業者は審査対象から除外する。 

 
第２ 優先交渉権者の審査方法 

審査は、プレゼンテーションと提案価格により評価を行う。 

別紙「プロポーザルの評価基準」に基づく総合評価を行い、審査の合計点で最上位の事業者を優先

交渉権者として特定する。なお、上位２者が同点の場合は、くじ引きとし、優先交渉権者とする。 

 
第３ 審査の評価算出者 

新ごみ処理施設ＰＦＩ導入可能性調査、環境影響評価及び事業者選定業務委託（別府・樫合）プロ

ポーザル審査委員会において、プレゼンテーション評価及び価格評価を行う。 

 
第４ 評価項目 

プレゼンテーション審査の評価項目については、別紙「プロポーザルの評価基準」のとおりとする。 
１ 技術提案書及びプレゼンテーション評価の点数化 

技術提案書及びプレゼンテーションにおける評価項目の点数化方法及び評価基準は、別紙「プ

ロポーザルの評価基準」に示す評価項目ごとの「配点案」により評価を行い、表１に示す「評価

項目の点数化方法」により点数化する。また、評価点の計算にあたっては、小数点第２位を四捨

五入する。 

 

        表１ 評価項目の点数化方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 指標 点数化方法 

Ａ 優れている 配点×１．００ 

Ｂ やや優れている 配点×０．８０ 

Ｃ 平均的であり一般的である。 配点×０．６０ 

Ｄ 物足りなさを感じる。 配点×０．４０ 

Ｅ 物足りない。不安である。 配点×０．２０ 
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２ 価格評価の点数化 
提案価格の評価は、次の計算式で算出し価格点を採点することとする。 

提案価格が、提案上限価格（設計金額）と同様の場合は０点とする 

  

  

  

 

 

  

 

 
３ 最低基準点の設定 

総合評価点が７０点未満であった場合は失格とする。なお、参加者が１者の場合であっても審

査を行い、最低基準点以上であった場合には、優先交渉権者として選考することができるものと

する。 

 
第５ その他 

１ 優先交渉権者との交渉 

優先交渉権者との交渉などは次のとおりとする。 

  （１）優先交渉権者との交渉 

審査の合計点で最上位の事業者を優先交渉権者として特定する。なお、上位２者が同点の場

合は、くじ引きとし、優先交渉権者とする。 

  （２）交渉が不調となった場合 

優先交渉権者との交渉が不調に終わった場合は、次点者を優先交渉権者とし交渉を行う。な

お、次点者との交渉も不調に終わった場合は、さらに次点者を以って優先交渉権者とするが、

それでも交渉が整わない場合は、優先交渉権者の選考をやり直すこととする。 

         

提案上限価格−提案価格 

 価格点＝（                 ） ×  配点 

        提案上限価格−最低提案価格  

                    （少数点以下第２位を四捨五入） 
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